石川県後期高齢者医療広域連合第五次広域計画（案）
についてのご意見を募集します


１　広域計画の概要
　　広域連合は、地方自治法第２９１条の７の規定により、広域行政を適切かつ円滑に行うため、関係市町との役割分担の明確化等を内容とする広域計画の作成が義務付けられています。

２　策定の理由
現在の第四次広域計画が令和８年３月で満了となるため、新たに令和８年４月からの第五次広域計画を策定するものです。

３　基本的な考え方
　　後期高齢者医療制度は創設から１０年以上経過し、制度として定着していることから、現行の第四次広域計画を基本としながら、本県の現状に加え、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進」、「マイナ保険証の利用促進」、「子ども・子育て支援納付金制度」等について盛り込みます。

４　公表資料
　　・石川県後期高齢者医療広域連合第五次広域計画（案）
　　・新旧対照表

５　公表場所
(1) 石川県後期高齢者医療広域連合ホームページ
(2) 石川県後期高齢者医療広域連合事務局　
午前９時から午後５時３０分まで（土曜、日曜及び祝日を除く。）

６　ご意見の募集期間
　　令和７年１２月２４日(水)から令和８年１月２２日(木)まで

７　ご意見の提出方法等
（1） 提出先
〒９２０－０９６８
石川県金沢市幸町１２番１号
石川県後期高齢者医療広域連合事務局

（2） 提出方法及び提出様式
①郵送：令和８年１月２２日（水）必着
②FAX：０７６－２２３－０１４４
③電子メール：post@ishikawa-kouiki.jp
・様式は問いませんが、必ず住所・氏名・電話番号の記載をお願いし
ます。
　　　　　※電話でのご意見提出は出来かねます。

８　ご意見の活用方法
　　ご応募いただいた意見の内容を検討しながら、計画を策定します。個別の回答は出来かねますが、概要をまとめ、広域連合の考え方と合わせて、ホームページ上で公開します。
なお、提出用紙に記載された個人情報は、広域計画策定の目的にのみ利用し、その取扱いには十分留意し、他の目的には使用いたしません。


９　問い合わせ先
　　石川県後期高齢者医療広域連合　総務課
　　電話番号：０７６－２１３－５１７１
　　受付時間：午前９時から午後５時３０分まで（土曜、日曜及び祝日を除く。）
